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様式第２号（第５条関係） 

令和８年度第１回久喜市介護保険運営協議会 

発 言 者 ・ 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

１ 開 会 

○土屋課長 

皆様こんにちは。本日は公私ともにお忙しい中ご出席を賜りまして誠にありがとうございま

す。ただいまから令和８年度第１回久喜市介護保険運営協議会を開催させていただきます。 

私は本日司会を務めさせていただきます介護保険課長の土屋と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

２ あいさつ 

○土屋課長 

開会に先立ちまして、貴志市長からご挨拶を申し上げます。 

○貴志市長 

≪市長挨拶≫ 

○土屋課長 

ありがとうございました。 

続きまして、若林会長からもご挨拶を賜りたいと存じます。 

若林会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○若林会長 

≪会長挨拶≫ 

○土屋課長 

ありがとうございました。 

それでは会議に入ります前に、出席委員についてご報告申し上げます。 

事前に渋谷委員、小林委員におかれましては、欠席とのご連絡をいただいておりますので、ご

報告を申し上げます。また武井委員、細川委員につきましては、遅れるとのご連絡をいただいて
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おります。 

現在の出席委員は 16人で、定数 20人の過半数に達しておりますことから、久喜市介護保険条

例第 15条第２項の規定により、本運営協議会は成立いたしますことをご報告いたします。 

また、現在傍聴者はおりません。 

３ 諮問 

○土屋課長 

それでは、次第をご覧いただきたいと存じます。本日、諮問事項がございます。貴志市長から

若林会長へ諮問を行いたいと思います。貴志市長、若林会長、よろしくお願いいたします。恐れ

入りますがテーブルの前へ、お願いいたします。 

≪諮問≫ 

ありがとうございました。 

誠に恐縮ではございますが、この後市長は公務がございますため、ここで退席とさせていただ

きます。 

≪市長退室≫ 

ただいまから、諮問書の写しを皆様へお配りいたしますので、ご確認いただきたいと存じま

す。 

続きまして、議事に入る前に、４月の人事異動に伴いまして、事務局職員に異動がございまし

たので、ここで自己紹介をさせていただきたいと存じます。 

・福祉部長の岡田でございます。 

・福祉部副部長の鳥海と申します。 

・高齢者福祉課長の川田と申します。 

・高齢者福祉課主幹の安藤と申します。 

・高齢者福祉課課長補佐兼高齢者福祉係長の大熊と申します。 

・高齢者福祉課課長補佐兼地域包括支援係長の加納と申します。 

・介護保険課長の土屋と申します。 

・介護保険課課長補佐兼介護認定係長の田村と申します。 
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・介護保険課保険料・給付係長の荒木と申します。 

・介護保険課介護管理係長の岸と申します。 

・介護保険課介護管理係の中村と申します。 

・久喜市社会福祉協議会栗橋地域支援係の田中と申します。 

〇土屋課長 

一同、介護保険運営協議会の方の事務局を務めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

≪事務局から資料の過不足の確認≫ 

 続きまして、会議の公開及び会議録の作成等についてご説明させていただきます。 

久喜市では、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例に基づきまして、会議は原則公開と

し、傍聴することが可能でございます。 

また、会議録を作成し、公開することとなっておりますことから、本会議におきましても、発

言者の氏名を含め、全文記録方式で会議録の作成を行い、録音につきまして、ご了解をいただき

たいと思います。 

これに伴い、発言者の皆様は、マイクを使用しての発言にご協力をお願いいたします。 

それでは、これより本日の議事に移らせていただきます。 

ここからは、久喜市介護保険条例第 15条第１項の規定によりまして、会長が議長となり議事を

進めていただきたいと存じます。 

若林会長どうぞよろしくお願いいたします。 

４ 議題 

〇若林会長 

 それでは本日の議事でございますが、承認事項が２件と報告事項が２件です。 

まず、本日の会議の議事録署名委員を指名させていただきます。 

前回に引き続きまして、名簿の順で、杉原委員、小熊委員にお願いしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 
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≪杉原委員、小熊委員了承≫ 

ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。 

（１） 令和８年度介護保険特別会計予算の概要について 

〇若林会長 

 それでは本日の議題に移りたいと思います。 

まず、議事の（１）、令和８年度介護保険特別会計予算の概要についてです。 

こちらは報告事項です。事務局から説明をお願いいたします。 

○荒木係長 

かしこまりました。それでは着座にて失礼いたします。 

それでは私、介護保険課保険料・給付係長の荒木からご説明をさせていただきます。 

≪資料１に基づき説明≫ 

令和８年度介護保険特別会計予算の概要は以上となります。 

○若林会長 

ただいまの令和８年度介護保険特別会計予算の概要につきまして、説明がございましたが、何

かご質問等はございますか。 

ご質問のある方は挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

≪意見なし≫ 

それでは、質問もございませんので、議題（１）につきましては、以上となります。 

（２） 令和８年度介護予防支援業務委託事業者について 

続きまして、議事の（２）、令和８年度介護予防支援業務委託事業者についてです。 

こちらは承認事項でございます。事務局から説明をお願いいたします。 

〇加納課長補佐 

 高齢者福祉課、加納から介護予防支援業務委託契約についてご説明いたします。着座にて失礼

いたします。 

≪資料２に基づき説明≫ 

こちらを新たに、委託契約を行うことにつきましてご承認をよろしくお願いいたします。 
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○若林会長 

ありがとうございます。 

ただいま事務局から、令和８年度介護予防支援業務委託事業者についての説明がございました

が、何かご質問等はございますか。 

ご質問のある方は挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。 

≪意見なし≫ 

それでは特にご意見等もないようでございますので、資料２の、事業所への支援業務の委託に

つきまして、承認でよろしいでしょうか。 

≪委員了承≫ 

ありがとうございます。それでは承認といたします。 

（３） 地域密着型サービス事業所の新規指定について 

○若林会長 

続きまして、議題（３）、地域密着型サービス事業所の新規指定についてに移ります。 

こちら承認事項でございます。事務局から説明をお願いいたします。 

○岸係長 

介護保険課、岸から説明させていただきます。着座にて失礼します。 

≪資料３に基づき説明≫ 

こちらの新規指定について、ご承認いただければと思います。説明は以上です。 

○若林会長 

ありがとうございます。 

ただいま、地域密着型サービス事業所の新規指定についての説明がございましたが、何かご質

問等はございますか。 

ご質問のある方は挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

≪意見なし≫ 

それでは、特にご意見等もないようでございますので、議題（３）につきましては、承認でよ

ろしいでしょうか。 
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≪委員了承≫ 

ありがとうございます。 

（４） 令和７年度久喜市高齢者実態調査報告書について 

○若林会長 

続きまして議題（４）令和７年度久喜市高齢者実態調査報告書についてに移ります。 

こちらは報告事項です。事務局から説明をお願いいたします。 

○岸係長 

引き続き、岸から説明させていただきます。 

≪資料４に基づき説明≫ 

 説明は以上とさせていただきます。 

○若林会長 

ありがとうございます。 

ただいま事務局から、令和７年度久喜市高齢者実態調査報告書について説明がございました。

何かご質問等はございますか。 

坂本委員さんお願いします。 

○坂本委員 

先ほどおっしゃった、市の認知症窓口は、どこになるのでしょうか。 

○加納課長補佐 

基本的には地域包括支援センターで、相談を受けさせていただいております。地域包括支援セ

ンターが高齢者の相談窓口として、認知症も含めて、すべて対応させていただいております。 

○坂本委員 

地域包括支援センターは、市役所の中にあるのですか。 

○加納課長補佐 

そうですね。市役所などの施設に設置されている窓口で、この本庁舎では、高齢者福祉課が窓

口になります。 

○坂本委員 
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わかりました。次に同じような質問なのですが、健康寿命を延ばしていくという、市の健康予

防サービスを問い合わせするときの窓口は、どこになるのでしょうか。 

○大熊課長補佐 

同じく高齢者福祉課の窓口になります。 

○坂本委員 

最後に、令和９年度以降の計画書をこれから作成していくということですが、コンサルが入る

のですか。 

○岸係長 

入っております。 

○坂本委員 

それは、令和７年度までのコンサルがそのまま、随意契約で行くのでしょうか。 

○岸係長 

令和７年度と８年度の２か年で、コンサルを契約しております。昨年度にプロポーザルをやっ

て選定した業者さんが、前年度にやったアンケートと、今年度の計画策定を一体的に支援してい

くという契約でございます。 

○坂本委員 

プロポーザルを業者に提示するときは、市の職員が、要件定義を考えているのでしょうか。 

○岸係長 

はい。 

○坂本委員 

わかりました。ありがとうございます。 

○若林会長 

それでは他に何か質問等はございますか。よろしいでしょうか。 

それでは他にご意見等もないようでございますので、議題（４）につきましては以上となりま

す。 

以上をもちまして、本日予定をしておりました議題は終了となりました。これで議長の職を解
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かさせていただきます。 

ご協力をいただきまして、ありがとうございました。 

○土屋課長 

ありがとうございました。 

以上で本日予定していた議題が終了いたしました。 

 

５ その他 

〇土屋課長 

 次第の５、その他でございます。事務局から説明申し上げます。 

○岸係長 

１点、事務連絡させていただきます。 

次回の第２回運営協議会ですが、現在、７月の開催を予定しております。日時については場所

も含めて調整中でございます。開始時間は、普段同様、１時 15分からになる予定でございます。 

確定しましたら速やかに開催通知を送付させていただきますので、ご協力のほどよろしくお願

いいたします。以上です。 

○土屋課長 

それでは閉会にあたりまして、宮澤副会長にご挨拶をいただきたいと存じます。 

よろしくお願いします。 

○宮澤副会長 

≪副会長挨拶≫ 

○土屋課長 

ありがとうございました。 

委員の皆様には公私ご多忙の中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございました。 

以上をもちまして、令和８年度第１回久喜市介護保険運営協議会を閉会とさせていただきま

す。本日はありがとうございました。 
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(注)特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 令和８年  ６月 １０日 

議長      若林 輝夫      

議題録署名人  小熊 秀之      

議題録署名人  杉原 範子      


